
富山大学グローバル研究者形成拠点海外センター規則 

 

令和８年１月 27日制定 

（趣旨） 

第１条 この規則は，富山大学グローバル研究者形成拠点における海外センターの設置及

びその運営等に関し，必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 海外センターは，本学の海外の大学，研究機関，企業等と連携して行う国際的な

教育活動，広報活動，研究活動及び国際貢献活動を戦略的に推進することを目的とす

る。 

 

（業務） 

第３条 海外センターは，富山大学グローバル研究者形成拠点規則第３条に掲げる業務の

ほかに次の各号に掲げる業務を行う。 

 （１）学部，研究科，学環，病院等（以下「部局等」という。）が実施する教育研究プ

ロジェクト等の推進 

 （２）本学の若手研究者の人材育成 

 （３）本学大学院生・学生の教育活動 

 （４）海外センターの管理運営に関する連絡調整 

 （５）その他海外センターの目的を達成するために必要な業務 

 

（海外センター） 

第４条 海外センターの名称，設置する国又は地域及び設置する場所は，別表に掲げると

おりとする。 

 

（海外センター長） 

第５条 海外センター長は，本学グローバル研究者形成拠点又は国際機構の教授のうちか

ら，グローバル研究者形成拠点長（以下「拠点長」という。）が任命する。 

２ 海外センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 海外センター長は，海外センターにおける次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）事業計画の策定及び実施に向けての調整に関すること。 

（２）事業の実施状況の管理,掌握及び報告に関すること。 

（３）その他運営に関し必要な事項 

 

 



（副センター長） 

 第６条 副センター長は，海外センター長を補佐する。 

 ２ 副センター長の選考は，海外センター長が推薦し，拠点長が任命する。 

 ３ 副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，推薦した海外センタ

ー長の在任期間を超えないものとする。 

 ４ 副センター長に欠員が生じた場合，後任の副センター長の任期は，前任者の残任期

間とする。 

 

（教職員） 

第７条 海外センターには,必要に応じて本学の教職員を置くことができる。 

２ 配置された教職員は，海外センター長の命を受け，海外センターの業務及び必要な事

務を遂行する。 

 

（アドバイザー） 

第８条 海外センターにおいて，本センターおける事業を円滑に推進し，又は実施するた

めの助言等を行うアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは，本学の教職員のうちから拠点長が指名する。ただし，拠点長が必要

と認める場合は，本学の教職員以外の者に委嘱することができる。 

 

（新設及び廃止） 

第９条 海外センターの新設及び廃止に当たっては，富山大学グローバル研究者形成拠点

規則第 14条に掲げる構成員が，グローバル研究者形成拠点へ申請するものとする。 

２ 拠点長は，海外センターの新設及び廃止について，事前に国際機構運営会議（以下

「機構会議」という。）の意見を聴いた上で，グローバル研究者形成拠点運営会議（以

下「拠点会議」という。）において審議する。 

３ 拠点長は，拠点会議での意見を踏まえて，海外センターの新設及び廃止を教育研究評

議会に提案し，その議を経て，役員会で決定するものとする。 

 

（管理・運営） 

第 10条 第４条に規定する海外センターの管理運営の総括は，拠点長が行うものとす

る。 

２ 海外センターの運営等に関する重要事項は，事前に機構会議の意見を聴いた上で，拠

点会議において審議する。また，必要に応じて，教育研究評議会の意見を聴くものとす

る。 

３ 海外センターの年度ごとの事業計画及び事業経過を拠点会議において報告の上，教育

研究評議会及び役員会に報告する。 



 

（海外センターの利用） 

第 11条 部局等が，海外センターを利用して教育研究プロジェクト等の事業を実施する

場合は，拠点長に事前に申し出るものとする。 

 

 （共同利用） 

第 12条 海外センターは，本学以外の大学教員，研究機関の研究員その他の者で第２条

又は第３条に関連する活動に従事する者に利用させることができる。 

２ 共同利用しようとする本学の教職員は，拠点長に事前に申し出るものとする。 

 

（事務） 

第 13条 海外センターの事務は，学務部国際課及び研究推進部研究振興課において処理

する。 

 

（雑則） 

第 14条 この規則に定めるもののほか，海外センターの運営等に関し必要な事項は，拠

点長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，令和８年１月 27日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

名称 設置する国又は地域 設置する場所 
USM-UT Joint Technology & Innovation Centre マレーシア マレーシア科学大学 

 

 


